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１． プログラムの目的 

 通学路の安全確保に向けた取組に向け関係機関の連携体制を構築する

ため「大淀町通学路交通安全プログラム」を策定し、児童生徒が安全に通

学できるように通学路の安全確保を図る。 

２． 関係機関 

 ・大淀町教育委員会  ・大淀町道路管理者 

 ・吉野警察署     ・奈良県道路管理者 

・町立各小学校    ・地域住民（保護者） 他 

３． 取組方針 

（１）基本的な考え方 

 通学路の安全を確保するため、ＰＤＣＡサイクルによる点検を行う。 

（２）定期的な合同点検・対策の検討【Plan】 

 小学校単位で必要に応じて合同点検を実施し、関係機関が協議のうえ具

体的な対応策を検討する。 

（３）対策の実施【Do】 

 関係機関が連携のうえ対策を講じる。 

（４）対策効果の把握【Check】 

 対策実施箇所について、期待した効果が上がっているかを検証する。 

（５）対策の改善・充実【Action】 

 対策内容の改善・充実を図り他の通学路についても安全確保を図る。 


